
（第18537号）東 京 都 公 報令和8年4月30日（木曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
都
営
住
宅
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
都
営
住
宅
経
営
部
経
営
企
画
課
）…
一

○
都
営
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
二

○
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
使
用
料
等
…
…
…
…
…
…（
同
）…
五

○
都
営
改
良
住
宅
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
六

○
都
営
改
良
住
宅
及
び
都
営
再
開
発
住
宅
の
使
用
料
の
変
更

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
六

○
都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
名
称
、
位
置
及
び
区
画
数
…
…（
同
）…
七

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
七

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
解
除
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
九

○
令
和
八
年
度
都
が
広
域
的
に
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
受

入
計
画
…（
環
境
局
資
源
循
環
推
進
部
産
業
廃
棄
物
対
策
課
）…
一一

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）…
一二

○
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
及
び
業
務
従
事
者
に
対
す
る
講

習
の
指
定
…
…
…（
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
）…
一四

○
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
た
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
及

び
業
務
従
事
者
に
対
す
る
講
習
の
指
定
…
…
…
…
…
…（
同
）…
一五

○
都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及
び
面
積
の
変
更
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
公
園
緑
地
部
公
園
課
）…
一五

公

告

○
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
都
民
の
意
見
を
聴

く
会
の
開
催
（
二
件
）
…
…（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）…
一六

正

誤

○
令
和
八
年
四
月
八
日
付
目
次
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一七

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
三
十
九
号

次
の
一
般
都
営
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例

（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

台
東
小
島
ア
パ
ー
ト

（
２
号
棟
）

台
東
区
小
島
一
丁
目
五
番

高
層
耐
火

四
〇
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル

一
四
三
戸

同
右

同
右

同
右

四
三
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル

二
七
戸

東
砂
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
９
、
１４
、
１５
、
１６
、
１７
、
１８
号
棟
）

江
東
区
東
砂
二
丁
目
十
三
番

中
層
耐
火

三
三
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

二
八
五
戸

南
蒲
田
一
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１１
、
１３
号
棟
）

大
田
区
南
蒲
田
一
丁
目
十
七
番

同
右

四
二
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

二
六
戸

南
蒲
田
一
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１２
号
棟
）

同
右

同
右

三
九
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

九
戸

本
羽
田
一
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

大
田
区
本
羽
田
一
丁
目
二
十
五
番

同
右

五
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

四
〇
戸

東
糀
谷
六
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
５
、
６
号
棟
）

大
田
区
東
糀
谷
六
丁
目
九
番

同
右

三
九
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

九
五
戸



令和8年4月30日（木曜日）東 京 都 公 報（第18537号） ２
◉
東
京
都
告
示
第
六
百
四
十
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
八
年
五
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

桐
ケ
丘
ア
パ
ー
ト

（
Ｅ－

３３
号
棟
）

北
区
桐
ケ
丘
一
丁
目
二
番

同
右

四
九
・
一
平
方
メ
ー
ト
ル

三
二
戸

上
十
条
ア
パ
ー
ト

（
４
号
棟
）

北
区
上
十
条
一
丁
目
六
番

同
右

三
一
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

上
沼
田
第
２
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

足
立
区
江
北
三
丁
目
四
十
八
番

同
右

三
七
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

四
〇
戸

鹿
浜
五
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
５
、
６
、
９
、
１０
号
棟
）

足
立
区
鹿
浜
五
丁
目
二
十
四
番

同
右

三
五
・
七
平
方
メ
ー
ト
ル

一
七
〇
戸



（第18537号）東 京 都 公 報令和8年4月30日（木曜日）３



令和8年4月30日（木曜日）東 京 都 公 報（第18537号） ４



（第18537号）東 京 都 公 報令和8年4月30日（木曜日）５
◉
東
京
都
告
示
第
六
百
四
十
一
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
一
般
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
構
造
及
び
規
模
、
戸
数
、
使

用
料
並
び
に
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

収
入
の
額
が
一
三
九
、
〇
〇
〇
円

を
超
え
一
五
八
、
〇
〇
〇
円
以
下

の
者
に
適
用
さ
れ
る
使
用
料
（
月

額
一
戸
に
つ
き
）

近
傍
同
種
の
住
宅
の

家
賃
（
月
額
一
戸
に

つ
き
）

大
谷
町
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

八
王
子
市
大
谷
町
四
十
五
番
地

高
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

四
八
戸

二
七
、
〇
〇
〇
円

七
九
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

六
四
戸

三
一
、
五
〇
〇
円

九
二
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

一
六
戸

三
七
、
三
〇
〇
円

一
一
〇
、
一
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

八
戸

同
右

一
一
〇
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
四
、
八
〇
〇
円

一
三
一
、
九
〇
〇
円

昭
島
福
島
町
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

昭
島
市
福
島
町
一
〇
〇
三
番
地

中
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

三
〇
戸

二
六
、
七
〇
〇
円

八
四
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

二
〇
戸

三
一
、
二
〇
〇
円

九
八
、
六
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

一
〇
戸

三
六
、
九
〇
〇
円

一
一
六
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

同
右

五
戸

同
右

一
一
六
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
四
、
二
〇
〇
円

一
三
九
、
九
〇
〇
円

東
京
街
道
ア
パ
ー
ト

（
３５
号
棟
）

東
大
和
市
清
原
一
丁
目
一
番
地

高
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

五
四
戸

二
六
、
四
〇
〇
円

八
六
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
八
戸

三
〇
、
八
〇
〇
円

一
〇
一
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

一
二
戸

三
六
、
六
〇
〇
円

一
二
〇
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

六
戸

三
六
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

同
右

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
三
、
八
〇
〇
円

一
四
四
、
一
〇
〇
円

東
京
街
道
ア
パ
ー
ト

（
３６
号
棟
）

同
右

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

四
二
戸

二
六
、
四
〇
〇
円

八
七
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
八
戸

三
〇
、
八
〇
〇
円

一
〇
一
、
六
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

六
戸

三
六
、
六
〇
〇
円

一
二
〇
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
六
、
五
〇
〇
円

同
右



令和8年4月30日（木曜日）東 京 都 公 報（第18537号） ６
◉
東
京
都
告
示
第
六
百
四
十
二
号

次
の
都
営
改
良
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例

（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
四
十
三
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
に
お

い
て
準
用
す
る
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都
営

再
開
発
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
八
年
五
月
一

日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

同
右

同
右

同
右

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
三
、
八
〇
〇
円

一
四
四
、
三
〇
〇
円

東
京
街
道
ア
パ
ー
ト

（
３７
号
棟
）

同
右

中
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

一
五
戸

二
六
、
四
〇
〇
円

八
七
、
一
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
〇
、
八
〇
〇
円

一
〇
一
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

五
戸

三
六
、
五
〇
〇
円

一
二
〇
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

一
二
〇
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
三
、
七
〇
〇
円

一
四
四
、
三
〇
〇
円

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

桐
ケ
丘
ア
パ
ー
ト

（
Ｅ－

３１
、
Ｅ－

３２
号
棟
）

北
区
桐
ケ
丘
一
丁
目
二
番

中
層
耐
火

四
四
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル

八
〇
戸



（第18537号）東 京 都 公 報令和8年4月30日（木曜日）７

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
四
十
四
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
名
称
、
位
置
及
び
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

大
谷
町
ア
パ
ー
ト
駐
車
場

八
王
子
市
大
谷
町
四
十

五
番
地
一
号

四
四
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
四
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
中
央
区
築
地
五

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合

ひ

物
、
セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
、
砒
素
及

び
そ
の
化
合
物
、
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ほ
う
素
及
び

そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物



令和8年4月30日（木曜日）東 京 都 公 報（第18537号） ８



（第18537号）東 京 都 公 報令和8年4月30日（木曜日）９
◉
東
京
都
告
示
第
六
百
四
十
六
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
八
百
三
十
一
号
に

よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
板
橋
区
富
士
見
町

地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



令和8年4月30日（木曜日）東 京 都 公 報（第18537号） １０
◉
東
京
都
告
示
第
六
百
四
十
七
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
八
百
三
十
二
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
板
橋
区
富
士
見
町

地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

シ
ア
ン
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



（第18537号）東 京 都 公 報令和8年4月30日（木曜日）１１
◉
東
京
都
告
示
第
六
百
四
十
八
号

東
京
都
廃
棄
物
条
例
（
平
成
四
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
号
）
第

十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
広
域
的
に
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物

の
令
和
八
年
度
の
受
入
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

令
和
八
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

受
入
産
業
廃
棄
物
の
排
出
区
域

東
京
都
全
域

二

受
入
産
業
廃
棄
物
の
種
類
、
受
入
場
所
及
び
受
入
基
準

別
表

の
と
お
り

三

受
入
量

年
量
八
〇
、
〇
〇
〇
ト
ン

四

受
入
対
象
事
業
者

㈠

産
業
廃
棄
物
を
排
出
す
る
事
業
場
を
都
内
に
有
す
る
者
で
あ

っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

ア

小
売
業
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
も
の

に
あ
っ
て
は
、
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
五
千
万
円

以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
五
十
人

以
下
の
会
社
及
び
個
人

イ

サ
ー
ビ
ス
業
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む

も
の
に
あ
っ
て
は
、
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
五
千

万
円
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
百

人
以
下
の
会
社
及
び
個
人

ウ

卸
売
業
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
も
の

に
あ
っ
て
は
、
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
一
億
円
以

下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
百
人
以
下

の
会
社
及
び
個
人

エ

製
造
業
、
建
設
業
、
運
輸
業
そ
の
他
の
業
種
（
ア
か
ら
ウ

ま
で
に
掲
げ
る
業
種
を
除
く
。
）
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る

事
業
と
し
て
営
む
も
の
に
あ
っ
て
は
、
資
本
金
の
額
又
は
出

資
の
総
額
が
三
億
円
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従

業
員
の
数
が
三
百
人
以
下
の
会
社
及
び
個
人

㈡

㈠
に
規
定
す
る
者
か
ら
中
間
処
理
の
委
託
を
受
け
、
か
つ
、

都
内
に
中
間
処
理
施
設
を
有
す
る
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者

㈢

そ
の
他
特
に
知
事
が
受
入
れ
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
者

五

処
分
方
法

埋
立
処
分

六

搬
入
者
の
範
囲

四
に
掲
げ
る
事
業
者
の
う
ち
知
事
が
搬
入
を

承
認
し
た
事
業
者
又
は
そ
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
産
業
廃

棄
物
収
集
運
搬
業
者

七

搬
入
者
の
遵
守
事
項

㈠

搬
入
で
き
る
産
業
廃
棄
物
は
、
受
入
基
準
に
あ
っ
た
も
の
に

限
る
。

㈡

運
搬
は
、
あ
ら
か
じ
め
届
出
を
し
た
車
両
に
限
る
。

㈢

運
搬
中
は
、
シ
ー
ト
掛
け
等
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
の
飛
散
防

止
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

㈣

処
分
場
の
受
付
に
お
い
て
産
業
廃
棄
物
搬
入
カ
ー
ド
及
び
産

業
廃
棄
物
管
理
票
を
提
出
す
る
こ
と
。

㈤

検
査
に
必
要
な
産
業
廃
棄
物
の
抜
取
り
に
協
力
す
る
こ
と
。

㈥

処
分
場
内
に
お
い
て
は
、
係
員
の
指
示
に
従
う
こ
と
。



令和8年4月30日（木曜日）東 京 都 公 報（第18537号） １２

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
四
十
九
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、

当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
当
該
汚

染
の
除
去
、
当
該
汚
染
の
拡
散
の
防
止
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
が
必
要
な
区
域
（
以
下
「
要
措
置
区
域
」
と
い
う
。
）
を
指
定
す

る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

要
措
置
区
域

別
図
の
と
お
り
（
日
野
市
日
野
台
三
丁
目
地

内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合

物
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
、
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ほ

う
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四

当
該
要
措
置
区
域
に
お
い
て
講
ず
べ
き
指
示
措
置

地
下
水
の

水
質
の
測
定



（第18537号）東 京 都 公 報令和8年4月30日（木曜日）１３

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
五
十
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
日
野
市
日
野
台

三
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

シ
ア
ン
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物




